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(57)【要約】
【課題】　視認可能な残光状態を長時間維持することが
できる、蓄光材を含む塗料の塗布によって得られる蓄光
塗料表示装置を安価に提供し、その用途拡大を図るとと
もに、地震や津波の際の誘導表示としての有用性を向上
する。
【解決手段】　Ｄ５０が４０～６０μｍと、８０～１０
０μｍの蓄光材粉末を含む塗料を調製し、粒径が小さい
方の粉末を含む塗料で形成した塗膜の表面に、粒径が大
きい方の粉末を含む塗料の塗膜を形成する。塗装には、
スプレーガンを用いるが、粉末の粒径により塗料噴射ノ
ズルの開口部の径を選択し、スプレーガンから噴射され
る塗料のエアロゾルの形状を扇形とするとともに、塗装
対象面に塗布する幅を調整することで、塗膜の平滑性を
確保する。また、有機ＥＬ素子のような薄型の発光装置
を補助表示装置として付設することで、不測の事態に表
示パターンを変えられるようにすることも可能である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に形成されてなる、平均粒径（Ｄ５０）が４０～６０μｍの蓄光材粉末を有する
第一の塗膜と、前記第一の塗膜の上に形成されてなる、平均粒径（Ｄ５０）が表８０～１
００μｍの蓄光材粉末を有する第二の塗膜を具備してなることを特徴とする蓄光塗料表示
装置。
【請求項２】
　前記蓄光材粉末は、銅（Ｃｕ）または塩素（Ｃｌ）により付活される硫化亜鉛（ＺｎＳ
）の粉末、ユウロピウム（Ｅｕ）またはディスプロシウム（Ｄｙ）により付活されるアル
ミン酸ストロンチウム（ＳｒＡｌ２Ｏ４）の粉末の少なくともいずれかであることを特徴
とする、請求項１に記載の蓄光塗料表示装置。
【請求項３】
　前記基板は、少なくとも１種の発光表示パターンを具備することを特徴とする、請求項
１または請求項２に記載の蓄光塗料表示装置。
【請求項４】
　前記発光表示パターンは、有機ＥＬ素子で構成されてなることを特徴とする、請求項１
ないし請求項３のいずれかに記載の畜光塗料表示装置。
【請求項５】
　前記第一の塗膜及び前記第二の塗膜の形成には、撹拌手段を具備した塗料の貯留タンク
と、圧縮空気により塗料を噴射する塗料噴射ノズルを有するスプレーガンを用い、塗料を
噴射する際には、前記撹拌手段により前記貯留タンク内を撹拌し、前記第一の塗膜の形成
の際には、前記塗料噴射ノズルの開口部の直径をφ２±０．２ｍｍとし、前記第二の塗膜
の形成の際には、前記塗料噴射ノズルの開口部の直径をφ３±０．３ｍｍとすることを特
徴とする、請求項１ないし請求項４のいずれかに記載の畜光塗料表示装置の形成方法。
【請求項６】
　前記スプレーガンは、前記塗料噴射ノズルを挟む位置に設けられ、前記塗料噴射ノズル
から噴射された塗料を扇形とする機能を具備する一対の圧縮空気噴射ノズルを有すること
を特徴とする、請求項５に記載の蓄光塗料表示装置の形成方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、紫外線や可視光線で励起されて、長時間に亘って発光する蓄光材料を用いた
、暗所で視認可能な蓄光塗料表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　時計の文字盤などには、夜間の視認性を確保するために、蓄光材の表示が用いられてい
る。また、非常口などの表示にも災害による停電時を想定して、電源がなくとも一定時間
発光させて視認性を確保するために、蓄光材が用いられることがある。さらには屋外でも
地震や津波などの災害発生を想定した、避難路の案内看板にも、蓄光材の使用が検討され
ている。
【０００３】
　このような蓄光材には、銅（Ｃｕ）または塩素（Ｃｌ）により付活される硫化亜鉛（Ｚ
ｎＳ）の粉末や、ユウロピウム（Ｅｕ）またはディスプロシウム（Ｄｙ）により付活され
るアルミン酸ストロンチウム（ＳｒＡｌ２Ｏ４）の粉末が用いられ、これらの粉末を分散
させた塗料を塗布することにより蓄光材の表示層が得られる。
【０００４】
　このような蓄光塗料膜は、前記の用途の他に各種装飾品や、夜間における消火器の視認
補助表示などに使用することが可能である。しかしながら、このような用途には多量の蓄
光材が必要になり、しかも、残光輝度が大きいアルミン酸ストロンチウムは高価であり、
製造コストの低減が困難になるという問題がある。
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【０００５】
　アルミン酸ストロンチウムを用いた蓄光材については、特許文献１や特許文献２に、材
料の組成や製造方法が開示されているが、前記の問題に対処するための技術の開示が必ず
しも十分ではなく、蓄光材の用途拡大には多くの課題がある。
【０００６】
　また、前記のように、畜光表示板の重要な用途の一つとして、夜間に発生する地震やそ
れに伴う津波からの避難に際し、非難すべき方向の誘導が挙げられ、極めて有用である。
しかし、地震や津波のように被災地域が広範であると、予め設定した避難路が、建物の倒
壊などで使用が困難となる事態も十分想定される。
【０００７】
　このような場合、誘導用の畜光表示板に、予め畜光材で形成されたパターンの他に、別
の表示が可能な手段を付与しておくことが、不測の事態への対応のため、望ましいことで
ある。
【０００８】
【特許文献１】　特開２００１－１０７０３９号公報
【特許文献２】　特開２００２－０１２８６３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　従って、本発明の課題は、視認可能な残光状態を長時間維持することができる、蓄光材
を含む塗料の塗布によって得られる蓄光塗料表示装置を安価に提供し、その用途拡大を図
るとともに、地震や津波の際の誘導表示としての有用性を向上することにある。
【解決手段】
【００１０】
　本発明は前記課題を解決すべく、鋭意検討を重ね、畜光材を含む塗膜の新規構造とその
形成方法に想到した結果なされたものである。
【００１１】
　即ち、本発明は、基板上に形成されてなる、平均粒径（Ｄ５０）が４０～６０μｍの蓄
光材粉末を有する第一の塗膜と、前記第一の塗膜の上に形成されてなる、平均粒径（Ｄ５

０）が表８０～１００μｍの蓄光材粉末を有する第二の塗膜を具備してなることを特徴と
する蓄光塗料表示装置である。
【００１２】
　また、本発明は、前記蓄光材粉末が、銅（Ｃｕ）または塩素（Ｃｌ）により付活される
硫化亜鉛（ＺｎＳ）の粉末、ユウロピウム（Ｅｕ）またはディスプロシウム（Ｄｙ）によ
り付活されるアルミン酸ストロンチウム（ＳｒＡｌ２Ｏ４）の粉末の少なくともいずれか
であることを特徴とする、前記の蓄光塗料表示装置である。
【００１３】
　また、本発明は、前記基板が、少なくとも１種の発光表示パターンを具備し、前記発光
表示パターンが、有機ＥＬ素子で構成されてなることを特徴とする、前記の畜光塗料表示
装置である。
【００１４】
　また、本発明は、前記第一の塗膜及び前記第二の塗膜の形成には、撹拌手段を具備した
塗料の貯留タンクと、圧縮空気により塗料を噴射する塗料噴射ノズルを有するスプレーガ
ンを用い、塗料を噴射する際には、前記撹拌手段により前記貯留タンク内を撹拌し、前記
第一の塗膜の形成の際には、前記塗料噴射ノズルの開口部の直径をφ２±０．２ｍｍとし
、前記第二の塗膜の形成の際には、前記塗料噴射ノズルの開口部の直径をφ３±０．３ｍ
ｍとすることを特徴とする、前記の畜光塗料表示装置の形成方法である。
【００１５】
　また、本発明は、前記スプレーガンが、前記塗料噴射ノズルを挟む位置に設けられ、前
記塗料噴射ノズルから噴射された塗料を扇形とする機能を具備する一対の圧縮空気噴射ノ
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ズルを有することを特徴とする、前記の蓄光塗料表示装置の形成方法である。
【発明の効果】
【００１６】
　一般に、蓄光材の粒子の径と、残光輝度の間には密接な関係があり、粒子径が小さいと
、残光輝度は低下するものの、残光時間が長くなることが知られている。つまり、蓄光材
粉末の平均粒径を調整したり、粒径の異なる粉末を組み合わせたりすることで、蓄光材を
用いた表示装置の発光特性を、一定範囲で調整することができる。
【００１７】
　本発明者らは、このような観点から、二種類の平均粒径の蓄光材粉末の最適な組み合わ
せを検討した結果、Ｄ５０で表される平均粒径が、４０～６０μｍの蓄光材粉末を含む塗
料により形成される塗膜の上に、Ｄ５０で表される平均粒径が、８０～１００μｍの蓄光
材粉末を含む塗料により塗膜を形成することで、優れた残光特性を発現する蓄光塗料表示
装置が得られることを見出した。
【００１８】
　そして、本発明者らは、このような二層構造の塗膜を得る方法として、スプレーガンを
用いた塗装を検討したところ、本発明に用いる塗料に蓄光材粉末が分散されているため、
スプレーガンの塗料噴射ノズルの径や、塗装対象面との距離などを最適化しないと、厚み
が均一で、表面外観が平滑な塗膜が得られないことを見出した。さらに、通常のスプレー
ガンのように、塗料を貯留するタンクに撹拌手段を具備していないものでは、蓄光材粉末
が沈降して、塗膜にムラが生じたり、表面に凹凸が生じたりする障害が生じることが明ら
かになった。
【００１９】
　つまり、本発明者らの検討結果によれば、塗装に使用するスプレーガンとしては、塗料
噴射ノズルを挟む位置に一対の圧縮空気の噴射ノズルを設けることで、塗料噴射ノズルか
ら噴射され、エアロゾルとなった塗料を、扇形に拡げる機能を有するものが適していて、
かつ、塗料に分散された蓄光材の平均粒径が、４０～６０μｍの場合では、塗料噴射ノズ
ルの径をφ２±０２ｍｍとし、８０～１００μｍの場合では、塗料噴射ノズルの径をφ３
±０３ｍｍとする必要があり、塗料の貯留タンクに撹拌手段を付設することが不可欠であ
ることが判明した。
【００２０】
　さらに、前記のエアロゾル状の塗料の扇形の角度を、５０～６０°となるように噴射の
圧力を調整した状態で、塗装対象面に塗料が噴射される長さを、塗料に分散された蓄光材
の平均粒径が、４０～６０μｍの場合では、１８～２２ｍｍとなり、８０～１００μｍの
場合では、２７～３３ｍｍとなるように、塗料噴射ノズルと塗装対象面との距離を調整す
る必要があることが判明した。
【００２１】
　また、前記のように、本発明の蓄光塗料表示装置を、災害の際の避難誘導に用いる場合
、広域に被害が及んでいると、予め設定した表示が不適切となることがある。このような
非常事態には、本発明の蓄光塗料表示装置に、補助的な表装置を付設することで対処でき
る。
【００２２】
　この補助装置は、本発明の蓄光塗料表示装置が、板状の形状であることから、薄型であ
ることが望ましいが、最近実用化されつつある、有機ＥＬ素子を適用できる。避難誘導表
示装置の機能の上から、電源にはソーラーパネルと二次電池を組み合わせたものを用いる
のが望ましい。また表示の切り替えは、無線または有線の通信手段を用いることができる
。そして、これらを有効に運用するには、地域の避難誘導表示装置の制御を統括可能なシ
ステムを用いることが望ましい。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】　本発明に係る畜光塗料表示装置の断面の一例を拡大して示した模式図。
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【図２】　本発明に係る蓄光塗料表示装置の塗膜形成に用いるスプレーガンの塗料噴射ノ
ズルの一例を示す斜視図。
【図３】　本発明の蓄光塗料表示装置の、塗膜の形成に用いる、スプレーガンの一例を示
す図。
【図４】　本発明の蓄光塗料塗膜の一例の蓄光特性の評価結果を示す図。
【図５】　本発明の蓄光塗料表示装置の表示パターンの一例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　次に、本発明の実施の形態について、具体的な図に基づいて説明する。
【００２５】
　図１は、本発明に係る畜光塗料表示装置の断面の一例を拡大して示した模式図である。
図１において、１ａは第一の塗膜、１ｂは第二の塗膜、２ａは第一の塗膜を構成する畜光
材粉末粒子、２ｂは第二の塗膜を構成する畜光材粉末粒子、３は畜光材塗料の塗布の対象
となる基板、４は有機ＥＬ素子、５は有機ＥＬ素子を駆動する電源である。
【００２６】
　ここでは、畜光材粉末粒子２ａとして、Ｄ５０が３．７μｍで、ユウロピウム（Ｅｕ）
により付活されるアルミン酸ストロンチウム（ＳｒＡｌ２Ｏ４）を含むものを用い、畜光
材粉末粒子２ｂとして、前記と同一の畜光材で、Ｄ５０が３０．６μｍのものを用いた。
また、塗料のビヒクルにウレタン樹脂を用いたが、エポキシ樹脂、アルキド樹脂などを用
いることも可能である。
【００２７】
　また、ここでは、第一の塗膜１ａと第二の塗膜１ｂとを合わせた厚みを４５０μｍとし
た。なお、塗料の流動性調整のために揮発性の溶媒を加えることも可能である。
【００２８】
　図２は、本発明に係る蓄光塗料表示装置の、塗膜形成に用いるスプレーガンの、塗料噴
射ノズルの一例を示す斜視図である。図２において、６はノズルホルダー、７は塗料噴射
ノズルの開口部、８は圧縮空気噴射ノズル、９は蓄光塗料のエアロゾルである。図には表
れていないが、圧縮空気噴射ノズル８は、塗料噴射ノズルの開口部７を挟んで対向する位
置にも設けられている。
【００２９】
　塗料噴射に用いる圧縮空気と、圧縮空気噴射ノズル８から噴射される圧縮空気は、別途
に設置されるコンプレッサーから供給される。図２に示したように、蓄光塗料のエアロゾ
ル９は、圧縮空気噴射ノズル８から噴射される圧縮空気により、塗装の対象面に対して扇
形に拡がって塗布される。また、図２に示したＷは、塗装対象面に塗料が噴射される長さ
を示す。
【００３０】
　図３は、本発明の蓄光塗料表示装置の、塗膜の形成に用いる、スプレーガンの一例を示
す図である。図３において、１０はスプレーガン、１１は塗料噴射ノズル、１２は塗料タ
ンク、１３は撹拌手段である。撹拌手段１３の塗料タンク１２に挿入されている側の先端
にはプロペラが設けられ、これを回転することにより、蓄光塗料は均一に撹拌され、蓄光
材の粒子が沈降することなく塗布できる。なお、撹拌手段の回転は、塗料の噴射などに用
いられる圧縮空気を、コンプレッサーから別系統で導入することにより行われる。
【００３１】
　次に、前記の工程で得られた蓄光塗料の塗膜の蓄光特性の評価結果を説明する。図４は
、本発明の蓄光塗料塗膜の一例の蓄光特性の評価結果を示す図で、ＪＩＳＺ９１０７に規
定されている方法で評価した結果である。ここでは、前記のようにして調製した第一の塗
膜１ａと第二の塗膜１ｂとで構成される蓄光塗料塗膜の評価結果を円（○）で示し、第一
の塗膜１ａのみの評価結果を三角形（△）で示し、第二の塗膜１ｂのみの評価結果を正方
形（□）で示し、残光輝度の数値は、二層塗膜の初期値を１とした相対値である。この図
から明らかなように、本発明の蓄光塗料の塗膜は、粒径の異なる蓄光材の塗膜の、それぞ
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れの残光輝度特性反映したものとなっている。
【００３２】
　図５は、本発明の蓄光塗料表示装置の表示パターンの一例を示す図で、地震や津波など
の災害の際の避難誘導に用いるものである。この図のおいては、方向を示す矢印を、左右
に表示しているが、例えば、右方向の矢印を蓄光塗料で形成し、左方向の矢印を蓄光塗料
塗膜に下にＥＬ素子を用いて形成しておく。つまり予め設定してある、右側の避難方向に
何らかの障害が生じて、左側の方向に誘導した方がより安全な場合は、ＥＬ素子の方に通
電して発光させるものである。
【００３３】
　以上に説明したように、本発明によれば簡略な製造方法で、残光特性が向上した蓄光塗
料膜とそれを用いた表示装置が得られる。なお、本発明は、前記実施の形態に限定される
ものではなく、本発明の分野における通常の知識を有する者であれば想到し得る、各種変
形、修正を含む要旨を逸脱しない範囲の設計変更があっても、本発明に含まれることは勿
論である。
【符号の説明】
【００３４】
１ａ・・・第一の塗膜　　１ｂ・・・第二の塗膜
２ａ・・・第一の塗膜を構成する畜光材粉末粒子
２ｂ・・・第二の塗膜を構成する畜光材粉末粒子
３・・・基板　　４・・・有機ＥＬ素子　　５・・・電源
６・・・ノズルホルダー　　７・・・塗料噴射ノズルの開口部
８・・・圧縮空気噴射ノズル　　９・・・蓄光塗料のエアロゾル
１０・・・スプレーガン　　１１・・・塗料噴射ノズル　　１２・・・塗料タンク
１３・・・撹拌手段

【図１】 【図２】
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【図５】
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摘要(译)

解决的问题：为了以低成本提供磷光涂料显示装置，其可以长时间保持
可见的余辉状态，并且可以通过施加包含磷光材料的涂料获得。 为了提
高指导显示的实用性。 解决方案：制备包含D50为40至60μm和80至
100μm的磷光材料粉末的涂料，其粒径为 形成包含较大粉末的涂料涂
膜。 尽管使用喷枪进行喷涂，但应根据粉末的颗粒大小选择喷漆喷嘴的
开口直径，以使从喷枪喷出的涂料的气溶胶呈扇形并将其涂在要喷涂的
表面上。 通过调节宽度确保涂膜的光滑度。 此外，通过将诸如有机EL元
件之类的薄发光装置附接作为辅助显示装置，可以在意外情况下改变显
示图案。 [选型图]图1
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